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電子申請（LoGoフォーム）入力マニュアル

世田谷区
地域の絆連携活性化事業補助金
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０ 申請前に
（電子申請の紹介、

アカウント登録・ログイン）
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区ホームページに掲載しているリンクから

提出フォーム（手続きページ）へアクセス

令和７年度実績報告分から、電子申請システム
（LoGoフォーム）で提出できるようになります。

LoGoフォーム とは・・・

地方公共団体等が公式サービスとして提供する電子申請サービスのシステム名
称です。株式会社トラストバンクが開発・提供を行っています。

インターネット環境があれば、いつでもご自宅から手続き可能です！
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アカウント登録、ログイン
• すでにLoGoフォームのアカウントをお持ちの方は、ログインしてください。

• アカウントをお持ちでない方は、アカウント登録をしてください。
• アカウントに登録するメールアドレスと、申請フォーム内で記載するメールアドレスの違いは以下
のとおりです

○フォーム内の担当者メールアドレス：各フォームの申請内容に関する連絡メールが届きます。手
続きを行う方が日常的に使用しているアドレスを設定してください。
（フォームごとにそれぞれメールアドレスの設定が可能。）
○アカウント登録時のメールアドレス：申請内容の確認や修正を行う際にはログインが必要です。

なお、１つのアカウントにつき登録できるメールアドレスは１件のみです。団体として共通のメール
アドレスを保有している場合や、代表者の交代が想定される場合は、アカウント登録時に団体
メールアドレスを登録すると、代表者以外の方でも継続して修正等の対応が可能になります。
ただし、毎回ログイン時に２段階認証を行うため、本申請を行う方が団体メールアドレスに届く認
証コードを確認できるようにしてください。
※ドメイン指定を行っている場合、メールが受信できない場合があります。「@logoform.jp」が受信で
きるように設定を確認してください。
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アカウント登録

「画像・情報提供開発元）株式会社トラストバンク」

6



アカウント登録

「画像・情報提供開発元）株式会社トラストバンク」
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ログイン（アカウント登録後）

※2025年8月5日より、ログイン時の
二段階認証（認証コードによる認証）
が必須となりました。

「画像・情報提供開発元）株式会社トラストバンク」
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１ 共通事項
（管轄まちづくりセンター、

返還金有無の確認）
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Q1～Q3 管轄のまちづくりセンター、補助金使用状況の確認

Ｑ２ 補助金の返還有無について選択してください。

◇返還あり の場合

→交付決定額の１０％以上の返還金、または１０％以上

の額の経費流用があるかを選択してください。

◇返還なし の場合

→交付決定額の１０％以上の額の経費流用があるかを

選択してください。
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※交付決定額の１０％以上の返還額または経費流用に該当する場

合は、 「補助事業変更・中止・廃止承認申請書」が必要です。区

ホームページの所定の様式を作成して添付してください。



２ 実績報告書兼
精算書

（補助事業者情報）
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Q４～Q５
補助事業者情報

・担当者欄には、申請手続きを担当（修正依頼等

の連絡受け、対応できる）方の情報を入力してくだ

さい。日頃から使用しているメールアドレスを設定して

いただくようお願いします。

メールアドレスについて

※ ご注意ください ※

LoGoフォームアカウント登録情報と異なるも

のを入力することは可能ですが、

必ず区からの連絡に対応できるものを設定し

てください。

なお、区からの補正依頼連絡に対応する

（LoGoフォームログイン時）には、セキュリ

ティ強化のため毎回二段階認証となります。

※二段階認証とは…

アカウント登録時に設定したログインID（ま

たはメールアドレス）と、パスワードを入力

すると、アカウント登録時のメールアドレス

に、ワンタイムパスコードが送信されます。

このメールに記載している認証コードを入力

することで安全にログインできる仕組みです。
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３ 実績報告書兼
精算書
（補助金額等）
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Q７ 交付の決定を受けた通知日・通知番号

・交付決定時に区から送付した、「交付決定通知書」に記載の金額を入力してください。

お手元に交付決定通知書等が見当たらない場合は、区へお問い合わせください。
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Q８ 補助金交付決定額、事業全体の経費総額、
補助金使用額

・補助事業成果表 別紙２「収支報告書」の

〔内、補助金額を使用した額〕の合計額と一致させてください。
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・事業完了後、１４日以内に報告書を提出してください。

・補助事業完了日は令和８年３月３１日を超えることはできません。

Q９ 補助事業の完了、中止、又は廃止年月日
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４ 補助事業成果表
（第１１号様式別紙１）
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・区ホームページにある所定の様式で作成後、

ファイルで添付してください。

こちらの内容を 事前に WordまたはExcelで作成していただき
Q10で添付してください。
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Ｑ10 補助事業成果表

（1）事業名称
（2）事業評価
（3）評価を踏まえた今後の取組み
（4）他の団体との協力
（5）事業日程表
（6）具体的取組み
（7）地域住民の参画



５ 収支報告書
（第１１号様式 別紙２）
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Ｑ11 収支報告書

・区ホームページにある所定の様式で

作成後、ファイルで添付してください。

こちらの内容を 事前に WordまたはExcelで作成していただき
Q１１で添付してください。
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６ 領収書・成果物
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Q12～13 領収書・成果物

・補助金使用した経費の領収書をすべて添付

（アップロード）してください。

・スキャンしたPDF、スマートフォン等のカメラで

撮影した画像・写真も可能です。

★注意★

・費目ごと、日付順に整理して貼り付けてください。

文字・数字が読み取れる解像度に設定して添付いただくよう

お願いします。

・１つのファイルは、おおむねＡ４サイズにおさまる領収書の

枚数とし、それぞれが重ならないように並べてください。
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７ 入力内容確認、
申請
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入力内容確認、申請

・これまで入力した内容を確認できるページで

内容をご確認いただき、修正がある場合には、

から再度入力してください。

入力内容をご確認いただきましたら、

必ず をクリック してください。

←１つ前の画面に戻る

→送信

送信完了
入力内容を印刷する をクリックすると
出力できます
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申請完了メール

・申請が完了すると、受付完了メールが自動送信され

ます。

※ドメイン指定を行っている場合、メールが受信でき

ない場合があります。「＠logoform.jp」が受信できる

ように設定を確認してください。

送信完了 のメール （サンプル）

申請者（団体）のメールアドレス
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８ 申請後
（申請状況の確認）
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申請内容の確認

マイページから申請内容の確認が可能です。

マイページ内、「申請一覧」画面から、該当の申

請の右下にある「詳細」をクリックすると、申請の

詳細画面を確認できます。

区から補正依頼があった場合、マイページ上と

メールに通知が送信されます。

「画像・情報提供開発元）株式会社トラストバンク」

※区からの補正依頼がない場合、申請者ご
自身で申請内容の修正はできません。
修正を行う必要がある場合は、区へお問い合
わせください。
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９ 修正対応・
追加提出

（申請内容の修正、追加）

28



区からの補正依頼

• 区での点検・内容審査の結果、
記入漏れ、書類不足、領収書不鮮明等による修
正対応が必要になった場合、
補正依頼を行います。

• 電子申請（LoGoフォーム）の担当者連絡先
（メールアドレス）に記載したメールアドレスに、補
正依頼（確認事項）を記載したメールを送信しま
す。内容を確認し、メール内のURLもしくはマイ
ページからご対応をお願いします。

申請者（団体）のメールアドレス

補正依頼 のメール （サンプル）

※補正対応の際、受付番号とパスワードが必要です。
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区からの補正依頼

ログインせず、補正依頼のメール内URLから
対応する場合

【要対応】申請内容ご修正のお願い のメールに
記載のパスワードを入力すると、入力した申請内
容を呼び出せます
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区からの補正依頼

マイページから、補正依頼の対応を行う場合

申請詳細の画面が開きます。
区からのメッセージ（修正事項）を確認し、

を押します。修正

※こちらに記載の補正依頼（修正事項）
の内容は、申請フォーム（手続きページ）
の一番最後Q15にも記載しております。
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10 審査完了
（区からの通知）
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審査完了後

修正いただいた後、すべての内容審査が終了しましたら、
区で精算手続きを行います。

補助金の返還がない団体には、区から「精算額通知書」
を郵送しますのでご確認をお願いします。

補助金の返還がある団体には、「精算額通知書」と
納付書を郵送しますので、指定期限までに金融機関の
窓口にて納付をお願いします。

返還金用納付書 （見本）
区役所・総合支所・まちづくりセンターでは
お取り扱いできません。
金融機関窓口でお手続きください。

団体あて 団体あて 団体あて
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お知らせ

【担当課】

世田谷区世田谷総合支所地域振興課 地域の絆担当

電話 03-5432-2536 土日祝除く 平日８時３０分～１７時

電子申請の手続きに関しましては、下記日程にて説明会を実施いたします。

ご都合がよろしければ、ぜひご参加賜りますようお願い申し上げます。

①３月４日(水)

玉川せせらぎホール（玉川区民会館）第１集会室

②３月９日(月)

北沢タウンホール（北沢区民会館）ミーティングルーム

令和７年度実績報告分のフォームはこちら☞

https://logoform.jp/form/JqMJ/1418849
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